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○長崎県営住宅条例施行規則

平成９年４月１日長崎県規則第30号

改正

平成14年３月27日規則第17号

平成17年８月16日規則第75号

平成18年12月26日規則第53号

平成19年10月16日規則第40号

平成21年２月20日規則第４号

平成24年３月23日規則第13号

平成25年３月29日規則第33号

平成26年３月31日規則第17号

平成29年２月24日規則第５号

令和２年３月27日規則第18号

令和６年２月２日規則第１号

長崎県営住宅条例施行規則をここに公布する。

長崎県営住宅条例施行規則

長崎県営住宅条例施行規則（昭和42年長崎県規則第46号）の全部を改正する。

目次

第１章 総則（第１条）

第１章の２ 県営住宅の整備基準（第１条の２―第１条の14）

第２章 県営住宅の管理（第２条―第23条）

第３章 公営住宅法第45条第１項に基づく社会福祉事業等への活用（第24条・第25条）

第４章 公営住宅法第45条第２項に基づく公営住宅の活用（第26条）

第５章 駐車場の管理（第27条―第30条）

第６章 補則（第31条―第41条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規則は、長崎県営住宅条例（平成９年長崎県条例第31号。以下「条例」という。）の
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施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第１章の２ 県営住宅の整備基準

（整備基準）

第１条の２ 条例第３条の２第４項に規定する規則で定める整備基準は、次条から第１条の14まで

に定めるところによる。

（位置の選定）

第１条の３ 県営住宅及び共同施設の敷地（以下「敷地」という。）の位置は、災害の発生のおそ

れが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、

かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

（敷地の安全等）

第１条の４ 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する

土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるものとする。

２ 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

（住棟等の基準）

第１条の５ 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するため

に必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環

境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

（県営住宅及び共同施設の基準）

第１条の６ 県営住宅及び共同施設には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講じるものと

する。

２ 県営住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の

合理化を適切に図るための措置を講じるものとする。

３ 県営住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講

じるものとする。

４ 県営住宅の構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第１条第３号に

規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。）及びこれと一体的に整備される部分には、

当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講じるものとする。

５ 県営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼす

ことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講じるものとする。
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（住戸の基準）

第１条の７ 県営住宅の１戸の床面積の合計（共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。）

は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室

を設ける場合は、この限りでない。

２ 県営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及

び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室

を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあって

は、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

３ 県営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るため

の措置を講じるものとする。

（住戸内の各部）

第１条の８ 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の

高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講じるものとする。

（共用部分）

第１条の９ 県営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確

保を適切に図るための措置を講じるものとする。

（附帯施設）

第１条の10敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

２ 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように

考慮するものとする。

（児童遊園）

第１条の11児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に

応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとする。

（集会所）

第１条の12集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園

の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものとする。

（広場及び緑地）

第１条の13広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮する

ものとする。
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（通路）

第１条の14敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日

常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理

的に配置するものとする。

２ 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設ける

ものとする。

第２章 県営住宅の管理

（条例第６条第１項第１号に規定する障害の程度）

第２条 削除

第２条の２ 削除

（県営住宅入居申込書）

第３条 条例第８条第１項又は第45条の規定により県営住宅（以下「住宅」という。）の入居の申

込み又は申出をしようとする者は、県営住宅入居申込書（様式第１号）を知事に提出しなければ

ならない。

（県営住宅入居決定通知書）

第４条 条例第８条第２項（条例第10条第２項において準用する場合を含む。）の規定による通知

は、県営住宅入居決定通知書（様式第２号）により行う。ただし、子育てに適する県営住宅（条

例第８条の２第２項に規定する子育てに適する県営住宅をいう。以下同じ。）の入居決定者に対

する通知は、子育てに適する県営住宅入居決定通知書（様式第２号の２）により行う。

（有効期間）

第４条の２ 条例第８条の２第４項に規定する規則で定める有効期間は、入居可能日から起算して

10年とする。

２ 前項の規定にかかわらず、条例第８条の２第６項の規定により知事が延長する場合における有

効期間は、入居可能日から子育てに適する県営住宅の入居者と現に同居し、当該入居者の扶養を

受ける者が学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する中学校若しくは特別支援学校の中学部

を卒業し、又は中等教育学校の前期課程を修了する日の属する月の末日までとする。

（有効期間に関する説明）

第４条の３ 知事は、子育てに適する県営住宅の入居決定者に対して、有効期間の満了日までに当

該子育てに適する県営住宅を明け渡さなければならない旨の説明を、子育てに適する県営住宅の
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有効期間に関する説明書（様式第２号の３）により行う。

（有効期間に関する説明を受けた旨の証明）

第４条の４ 前条の説明を受けた入居決定者は、当該説明を受けた旨を証する書類として、子育て

に適する県営住宅の有効期間に関する承諾書（様式第２号の４）を提出しなければならない。

（有効期間の満了通知）

第４条の５ 知事は、有効期間の満了する日の１年前から６月前までの間に、子育てに適する県営

住宅の入居者に対し、有効期間の満了する日その他必要な事項を子育てに適する県営住宅の有効

期間満了通知書（様式第２号の５）により通知するものとする。

（有効期間の延長）

第４条の６ 条例第８条の２第６項に規定する子育てに適する県営住宅を、有効期間の満了日まで

に明け渡すことができないやむを得ない事情として規則で定める事情は、有効期間の満了日にお

いて、当該住宅の入居者が次の各号のいずれにも該当することとする。

(１) 条例第50条第１項第１号から第６号までに掲げる場合に該当しないこと。

(２) 入居者と現に同居し、当該入居者の扶養を受ける者が学校教育法に規定する中学校、特別

支援学校の中学部若しくは中等教育学校の前期課程に在学し、又はこれらの学校への就学が予

定されていること。

２ 条例第８条の２第６項の規定により有効期間の延長を受けようとする者は、有効期間の満了日

の30日前までに、子育てに適する県営住宅の有効期間延長申請書（様式第２号の６）その他知事

が別に定める書類を知事に提出しなければならない。

３ 前項の規定にかかわらず、有効期間の満了日の30日前の日を経過した後に、子の出生その他や

むを得ない理由があると知事が認める場合における同項の規定の適用については、同項中「有効

期間の満了日の30日前」とあるのは「有効期間の満了日」と読み替えるものとする。

４ 条例第８条の２第６項の規定により有効期間の延長を認められた者に係る第４条の３から第４

条の５までの規定の適用については、各条中「有効期間」とあるのは「延長された有効期間」と

読み替えるものとする。

（優先入居）

第４条の７ 条例第９条第４項第９号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当

する者とする。

(１) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律（平成13年法律第63号）
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第２条に規定するハンセン病療養所入所者等

(２) ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法（平成14年法律第105号）第２条に規定する

ホームレス

(３) 知事が別に定める小児慢性特定疾患の患者を看護している者で知事が定める要件を備えて

いるもの

(４) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号）第１条

第２項に規定する被害者又は同法第28条の２に規定する交際をする関係にある相手からの暴力

を受けた者のうち知事が定める要件を備えているもの

(５) 犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161号）第２条第２項に規定する犯罪被害者等のうち

知事が定める要件を備えているもの

(６) 婚姻の届出の日から１年を経過していない者（婚姻の予約者を含む。）

(７) 子育てに適する県営住宅を明け渡そうとする者

(８) 解雇その他これに類する理由により現に居住している住居から退去を余儀なくされる者又

はその者と同居する者で知事が定める要件を備えているもの

（請書及び連帯保証人）

第５条 条例第13条第１項第１号に規定する請書は、様式第３号によるものとする。ただし、子育

てに適する県営住宅の入居決定者にあっては、様式第３号の２によるものとする。

２ 前項の請書には、条例第13条第１項第１号に規定する連帯保証人（以下「保証人」という。）

の印鑑証明書及び所得金額を証明する書類を添付しなければならない。

３ 前項の保証人は、入居決定者の親族１人とする。ただし、知事が特に認める場合は、この限り

でない。

４ 条例第13条第３項の規定により、連帯保証人の連署の免除を受けようとする者は、連帯保証人

連署免除申請書（様式第３号の３）を知事に提出し、その承認を得なければならない。

（保証人の変更及び異動の届出）

第６条 住宅の入居者は、条例第13条第１項第１号の規定により請書を提出した後、当該入居者に

係る保証人の死亡、県外転出又は辞任の申出等により保証人を変更しようとするときは、事由発

生の日から10日以内に新たに保証人となる者を定め、連帯保証人変更申請書（様式第４号）に請

書を添えて知事に提出しなければならない。

２ 住宅の入居者は、当該入居者に係る保証人の住所、氏名又は勤務先に異動があったときは、速
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やかに、連帯保証人異動届（様式第４号）を知事に提出しなければならない。

（入居者の異動届）

第７条 住宅の入居者は、勤務先若しくは勤務場所に異動を生じたとき、又は同居の親族に異動が

あったときは、速やかに、県営住宅入居者等異動届（様式第５号）を知事に提出しなければなら

ない。

（同居承認申請）

第８条 条例第15条に規定する承認を得ようとする入居者は、県営住宅同居承認申請書（様式第６

号）を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による申請を承認したときは、県営住宅同居承認書（様式第７号）を当該

申請者に交付する。

（承継入居承認申請）

第９条 条例第16条に規定する承認を得ようとする者は、県営住宅承継入居承認申請書（様式第８

号）を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による申請を承認したときは、県営住宅承継入居承認書（様式第９号）を

当該申請者に交付する。

３ 前項の承認を得た者は、第５条の規定に準じて請書を提出しなければならない。

（収入の申告等）

第10条条例第17条第１項の規定による申告は、知事が別に定める時期において、収入申告書（様

式第10号）により行うものとする。

２ 条例第17条第３項の規定による通知は、収入額認定通知書（様式第11号）により行う。

３ 条例第17条第４項の規定による意見の申出は、意見申出書（様式第12号）により行うものとす

る。

４ 条例第17条第５項の規定による請求は、収入区分更正認定請求書（様式第13号）により行うも

のとする。

５ 知事は、第３項の意見申出書又は前項の収入区分更正認定請求書を審査した結果、収入の額の

認定の更正を認めたときは収入区分更正認定通知書（様式第14号）を、更正を認めないときは却

下通知書（様式第15号）を当該申請者に交付する。

第11条及び第12条削除

（減免又は徴収猶予の申請及び決定通知）
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第13条条例第22条（条例第36条第４項及び第38条第３項において準用する場合を含む。）又は第

26条第２項の規定により家賃、敷金、割増賃料又は金銭（以下「家賃等」という。）の減免又は

徴収の猶予を受けようとする者は、納期限の10日前までに、家賃等減免申請書（様式第18号）又

は家賃等徴収猶予申請書（様式第19号）を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、家賃等の減免又は徴収の猶予を決定したときは、その旨を家賃等減免決定通知書（様

式第20号）又は家賃等徴収猶予決定通知書（様式第21号）により当該申請者に通知する。

（家賃の変更）

第14条知事は、条例第23条第１項の規定により家賃を変更したときは、次に掲げる事項を入居者

に通知する。

(１) 建設年度

(２) 建設場所及び団地名

(３) 構造及び間取り

(４) 変更後の家賃の額

（敷金の還付）

第15条条例第26条第３項の規定により敷金の還付を受けようとする場合において、長崎県財務規

則（昭和39年長崎県規則第23号）の規定による還付請求書を提出できないときは、住宅の入居者

は、敷金還付請求書（様式第22号）を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、入居者が住宅を明け渡した場合において、条例第26条第３項ただし書の規定により未

納の家賃、割増賃料、条例第38条第２項の金銭、延滞金又は入居者の負担すべき修繕に要する費

用を敷金から控除したときは、敷金控除明細書（様式第23号）を添えて、残金を当該入居者に還

付するものとする。

（不使用の届出）

第16条条例第31条の規定による届出は、県営住宅一時不使用届（様式第24号）により行うものと

し、当該届出の期限は、住宅の入居者が当該住宅を使用しなくなる日の前日とする。

（住宅の併用承認申請）

第17条条例第32条ただし書に規定する承認を得ようとする入居者は、県営住宅併用承認申請書（様

式第25号）を知事に提出しなければならない。

２ 知事は、前項の規定による申請を承認したときは、県営住宅併用承認書（様式第26号）を当該

申請者に交付する。
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（住宅の模様替え及び増築承認申請）

第18条条例第33条第１項ただし書に規定する承認を得ようとする入居者は、県営住宅模様替え（増

築）承認申請書（様式第27号）に設計図及び仕様書各２通を添えて知事に提出しなければならな

い。

２ 知事は、前項の規定による申請を承認したときは、県営住宅模様替え（増築）承認書（様式第

28号）を当該申請者に交付する。

３ 第１項の承認を得た入居者は、住宅の工事を完了したときは、完了後７日以内に、模様替え（増

築）しゅん工届（様式第29号）を知事に提出しなければならない。

（収入超過者等に対する通知等）

第19条条例第34条第１項に規定する収入超過者と認定する旨の通知は、収入超過者認定通知書（様

式第30号）により行う。

２ 条例第34条第２項に規定する高額所得者と認定する旨の通知は、高額所得者認定通知書（様式

第31号）により行う。

３ 条例第34条第３項に規定する意見の申出又は当該申出に対する更正若しくは却下については、

第10条第３項及び第５項の規定を準用する。この場合において、意見の申出は収入超過者（高額

所得者）意見申出書（様式第32号）、意見の申出に対する更正又は却下は収入超過者（高額所得

者）更正認定通知書（様式第33号）又は収入超過者（高額所得者）却下通知書（様式第34号）に

より行うものとする。

（県営住宅明渡請求書）

第20条条例第37条第１項、第44条第１項及び第50条第１項の規定による住宅の入居者に対する当

該住宅の明渡しの請求は、県営住宅明渡請求書（様式第35号）により行う。

（高額所得者の明渡しの期限の延長の申出）

第21条条例第37条第４項に規定する申出をしようとする高額所得者は、明渡期限延長申出書（様

式第36号）を知事に提出しなければならない。

（住宅あっせん申出）

第22条条例第39条に規定する申出をしようとする収入超過者は、住宅あっせん申出書（様式第37

号）を知事に提出しなければならない。

（県営住宅退去届）

第23条住宅の入居者は、当該住宅を退去しようとするときは、県営住宅退去届（様式第38号）を
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知事に提出しなければならない。

第３章 公営住宅法第45条第１項に基づく社会福祉事業等への活用

（社会福祉法人等の使用手続）

第24条条例第52条第１項に規定する許可の申請は、公営住宅使用許可申請書（様式第39号）によ

り行うものとする。

２ 条例第52条第２項の規定による通知は、公営住宅使用許可書（様式第40号）又は公営住宅使用

不許可書（様式第41号）により行う。

３ 社会福祉法人等は、条例第52条第２項の規定による許可を受けた場合において、当該許可に係

る申請の内容に変更が生じたときは、公営住宅使用許可内容変更報告書（様式第42号）を知事に

提出しなければならない。

（社会福祉法人等に対する使用許可の取消し）

第25条条例第57条の規定による公営住宅の使用許可の取消しは、公営住宅使用許可取消通知書（様

式第43号）により行う。

第４章 公営住宅法第45条第２項に基づく公営住宅の活用

（家賃）

第26条条例第61条第１項の規定による家賃は、公営住宅の家賃との均衡を考慮したうえで、特定

優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則（平成５年建設省令第16号）第20条第１項の規

定を準用して定める。

第５章 駐車場の管理

（駐車場の使用者資格）

第27条条例第64条第２号の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。

(１) 入居者又は同居者が介護保険法（平成９年法律第123号）第７条第３項に規定する要介護者

又は同条第４項に規定する要支援者のうち、同法第８条第１項に規定する居宅サービスを受け

るため、駐車場の使用が必要であると認められること。

(２) 前号に掲げるもののほか、駐車場の使用が必要であると知事が認める特別な事由

（駐車場の使用の申込み及び決定）

第27条の２条例第65条第１項の規定による駐車場の使用の申込みは、駐車場使用申込書（様式第

44号）により行うものとする。

２ 条例第65条第２項の規定による通知は、駐車場使用決定通知書（様式第45号）により行う。
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（請書）

第28条条例第67条第１項第１号に規定する請書は、様式第46号によるものとする。

（駐車場の明渡請求）

第29条条例第72条第１項の規定による駐車場明渡しの請求は、駐車場明渡請求書（様式第47号）

により行う。

（駐車場の返還）

第30条駐車場の使用者は、駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届（様式第48号）を知

事に提出しなければならない。

第６章 補則

（県営住宅監理員）

第31条県営住宅監理員（以下「監理員」という。）は、土木部住宅課長をもって充てる。

（所掌事務）

第32条監理員は、条例第49条第１項及び第75条第１項に規定する検査を行うほか、県営住宅管理

人（以下「管理人」という。）を指揮監督し、次に掲げる職務を行うものとする。

(１) 住宅の使用及び維持管理に関する指導

(２) 共同施設及び地区施設の使用及び維持管理に関する指導

(３) 住宅の団地内の共同生活に関する指導

(４) その他必要な指導

（管理人）

第33条管理人は、入居者で次に掲げる要件を備えているもののうちから知事が委嘱又は任命する。

(１) 一定の職業又は一定の収入のある成年者で、住宅の管理を行う意思及び能力を有し、かつ、

管理人として適当と認められるもの

(２) 身元が確実な者

（誓約書の提出等）

第34条管理人として委嘱又は任命された者は、誓約書（様式第49号）を知事に提出しなければな

らない。

２ 前項の誓約書には、保証人が連署しなければならない。

３ 第１項の誓約書は、３年毎に更新するものとする。

（管理人の職務）



- 44 -

第35条管理人は、監理員の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(１) 住宅、共同施設及び地区施設の破損箇所の発見、応急措置及び報告

(２) 住宅の入居及び明渡しの確認並びに住宅維持状況の検査及び報告

(３) 納入通知書の配布

(４) 住宅の入居者が提出する申請書等の経由及び当該申請書等に対する意見の付記

(５) その他維持管理上必要な事項の報告

２ 管理人は、その職務を行うに当たり、常に責任を自覚し、厳正かつ公平に服務し、緊急の場合

には適切な処置をとらなければならない。

（管理戸数）

第36条管理人は、住宅の一団地毎に40戸を基準として１人を置く。

（管理人の解嘱又は解任）

第37条知事は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱又は解任することができる。

(１) 病気等のため、職務の遂行に支障があると認めたとき。

(２) 住宅から立ち退こうとするとき。

(３) 管理人からの辞任の申出があったとき。

(４) その他知事が管理人として不適当であると認めたとき。

（物品の貸与又は支給）

第38条知事は、住宅の管理上必要があると認めるときは、管理人に必要な備品を貸与し、又は消

耗品を支給することができる。

（申請書等の提出方法）

第39条この規則に規定する申請書等は、管理人を経由して知事に提出しなければならない。ただ

し、第３条の県営住宅入居申込書及び第５条の請書は、この限りでない。

（立入検査証）

第40条条例第75条第３項の規定による身分を示す証票は、様式第50号による。

（指定申請）

第41条条例第78条第１号に規定する事業計画書は、住宅、共同施設又は地区施設（以下「住宅施

設」という。）に係る次に掲げる事項を記載するものとする。

(１) 住宅施設の管理方針に関する事項

(２) 住宅施設の管理の内容に関する事項
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(３) 収支計画に関する事項

(４) 組織及び人員に関する事項

(５) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

２ 条例第78条第２号に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。

(１) 定款、寄付行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方針を定めた書類

(２) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(３) 役員の名簿及び履歴書

(４) 団体の概要に関する書類

(５) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

（委任）

第42条この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第５章及び第41条（第２号に係る部分に限る。）

の規定は、平成10年４月１日から施行する。

（長崎県営住宅入居者選考委員会規則及び長崎県営住宅条例の特例を定める条例施行規則の廃

止）

２ 次に掲げる規則は、廃止する。

(１) 長崎県営住宅入居者選考委員会規則（昭和32年長崎県規則第55号）

(２) 長崎県営住宅条例の特例を定める条例施行規則（平成８年長崎県規則第69号）

（経過措置）

３ 公営住宅法の一部を改正する法律（平成８年法律第55号）による改正前の公営住宅法の規定に

基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年３月31日までの間は、改正後の

長崎県営住宅条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）第８条から第10条まで及び第14条

から第23条までの規定は適用せず、改正前の長崎県営住宅条例施行規則（以下「改正前の規則」

という。）第９条の２、第10条及び第11条から第20条までの規定は、なおその効力を有する。

４ 平成10年４月１日に施行する家賃の決定の基礎となる条例第17条第１項の規定による申告は、

改正後の規則第10条第１項の規定にかかわらず、改正前の規則第16条第２項に規定する収入報告

書（様式第22号）によるものとする。
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（長崎県営住宅等譲渡規則の一部改正）

５ 長崎県営住宅等譲渡規則（昭和33年長崎県規則第78号）の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則（平成14年規則第17号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成17年規則第75号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成18年規則第53号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成19年規則第40号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成21年規則第４号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成24年３月23日規則第13号）

この規則は、平成24年４月１日から施行する。

附 則（平成25年３月29日規則第33号）

この規則は、平成25年４月１日から施行する。

附 則（平成26年３月31日規則第17号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成29年２月24日規則第５号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（令和２年３月27日規則第18号）

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

   附 則（令和６年２月２日規則第１号）

（施行期日）

１ この規則は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の長崎県営住宅条例施行規則の規定（第５条第４項（第９条第３項において準じて提出

する場合を含む。）に関する部分を除く。）は、施行日以後に請書を提出する入居決定者及び承

継入居者について適用する。
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様式第１号（第３条関係）
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様式第２号（第４条関係）
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様式第２号の２（第４条関係）

）
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様式第２号の３（第４条の３関係）
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様式第２号の４（第４条の４関係）
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様式第２号の５（第４条の５関係）
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様式第２号の６（第４条の６関係）
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様式第３号（第５条関係）
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様式第３号の２（第５条関係）
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様式第３号の３（第５条関係）
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様式第４号（第６条関係）
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様式第５号（第７条関係）
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様式第６号（第８条関係）
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様式第７号（第８条関係）
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様式第８号（第９条関係）
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様式第９号（第９条関係）
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様式第10号（第10条関係）
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様式第11号（第10条関係）
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様式第12号（第10条関係）
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様式第13号（第10条関係）
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様式第14号（第10条関係）
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様式第15号（第10条関係）
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様式第16号及び様式第17号削除

様式第18号（第13条関係）
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様式第19号（第13条関係）
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様式第20号（第13条関係）
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様式第21号（第13条関係）
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様式第22号（第15条関係）
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様式第23号（第15条関係）
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様式第24号（第16条関係）
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様式第25号（第17条関係）
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様式第26号（第17条関係）
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様式第27号（第18条関係）
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様式第28号（第18条関係）
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様式第29号（第18条関係）
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様式第30号（第19条関係）
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様式第31号（第19条関係）
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様式第32号（第19条関係）



- 88 -

様式第33号（第19条関係）
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様式第34号（第19条関係）
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様式第35号（第20条関係）
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様式第36号（第21条関係）
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様式第37号（第22条関係）
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様式第38号（第23条関係）
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様式第39号（第24条関係）
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様式第40号（第24条関係）
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様式第41号（第24条関係）
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様式第42号（第24条関係）
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様式第43号（第25条関係）

様式第43号（第25条関係）

公 営 住 宅 使 用 許 可 取 消 通 知 書

年  月  日

  県営住宅  団地  棟第  号

                様

長崎県知事        □印

      年  月  日付けで許可した公営住宅使用については、下記の理由によりその許可を取

り消すので通知する。

記

理 由
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様式第44号（第27条関係）
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様式第45号（第27条関係）
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様式第46号（第28条関係）
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様式第47号（第29条関係）
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様式第48号（第30条関係）



- 104 -

様式第49号（第34条関係）
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様式第50号（第40条関係）


